
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 1 8日 

愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 地域安全対策ニュース 

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて 

５月14日(木)から５月17日(日)の間に、尾張地域の

飲食店において、侵入盗被害が連続発生しました。い

ずれも新型コロナウイルス感染拡大防止策により24時

間営業から時短営業する店舗で、閉店後に被害に遭っ

ています。犯人は、店舗の窓ガラスを割るなどして侵

入し、店舗内にある金庫から現金等を盗み出していま

す。下記のポイントを参考に危険箇所の点検と対策に

努め、被害の未然防止をお願いします。 

現金を保管しない 
・閉店後の店舗内に現金を保管しない。 

・「現金を保管していません」等の表示を出入口に表示する。 

・やむを得ず金庫等で現金や車の鍵を保管する場合は、 

 □専門業者と相談し、防盗性の高い金庫を設置し、固定する。 

 □金庫の設置場所に至る全ての扉には、施錠設備を施し、鍵を掛ける｡ 

 □店舗や事務所ごとに金庫の設置場所を変更するなど、画一化しない。 

黒ずくめ、エンジンかけっぱなしの車等、あやしいと思ったらすぐに１１０番してください。その他、犯行に関する情報は最寄りの警察署にご連絡ください。 

店舗出入口･窓等の施錠、対策の強化 
・従業員出入口付近に車を直付けするなどして、バリケードを設置する。 

・すべての扉を１ドア２ロック以上にし、確実な施錠を徹底する。 

・警報装置を活用し、周囲に侵入を知らせる。 

・ガラス、シャッター等は、防犯性能の高い建物部品（ＣＰ建物部品等）を使用する。 

機械警備の導入、防犯カメラの設置及び表示 
・機械警備（センサー等により侵入を感知する警備）を導入し、確実かつ早期に異常を知らせる。 

・防犯カメラの設置場所、角度、撮影された映像、機械警備のセンサーの作動状況等を確認する。 

・夜間でも撮影可能な防犯カメラを設置し、撮影していることを明示する大きく目立つ防犯プレートを設置する。 

 


